
◎国家戦略特別区域法の一部を改正する法律 
（令和三年五月一九日法律第三三号）   

一、 提案理由（令和三年四月六日・衆議院地方創生に関する特別委員会） 

○坂本国務大臣 国家戦略特別区域法の一部を改正する法律案につきまして、その提案

理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 

 国家戦略特区は、岩盤のように固い規制や制度を打ち砕き、我が国経済社会の構造改

革を進める突破口として、待機児童の解消、先端医療の促進、農業への民間参入、新た

な観光市場の開拓といった多様な分野において、これまでに百十項目以上の規制改革を

実現し、これらを活用した合計三百五十を超える事業を実行に移してまいりました。 

 新型コロナウイルス感染症の拡大に対応した新たな生活様式への対応を図りつつ、我

が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展を図るためには、引き続き規制・制度改革

に着実に取り組んでいく必要があります。 

 本法律案は、国家戦略特別区域会議や地方公共団体、産業界からの提案を踏まえ、国

家戦略特別区域諮問会議等において検討した結果に基づき、国家戦略特区における制度

改革事項を延長、拡充するものであります。 

 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 

 第一に、農地法の特例として、農業委員会が一定の要件を満たす法人に対し、農地の

取得を許可することができる現行の特例措置の期限を二年間延長することとしておりま

す。 

 第二に、工場立地法及び地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に

関する法律の特例として、工場等の緑地面積の敷地面積に対する割合等について、市町

村が周辺環境との調和の確保に配慮しつつ、条例で、これらの法律により定められた準

則に代えて適用すべき準則を定めることができることとしております。 

 第三に、建築基準法の特例として、国家戦略特別区域計画の認定をもって、地区計画

等の区域において条例で用途規制の緩和を行う際に必要となる国土交通大臣の承認があ

ったものとみなすこととしております。 

 第四に、中心市街地の活性化に関する法律の特例として、国家戦略特別区域計画の認

定をもって、中心市街地活性化基本計画の認定があったものとみなすこととしておりま

す。 

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。 

二、衆議院地方創生に関する特別委員長報告（令和三年四月一五日） 

○伊東良孝君 ただいま議題となりました法律案につきまして、地方創生に関する特別

委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関する施策の

総合的かつ集中的な推進を図るため、所要の措置を講ずるものであります。 



 その主な内容は、 

 第一に、農地法の特例として、農業委員会が一定の要件を満たす法人に対し、農地の

取得を許可することができる現行の特例措置の期限を二年間延長すること、 

 第二に、工場立地法等に基づく工場敷地の緑地面積率等について、市町村が周辺環境

との調和の確保に配慮しつつ、条例で、工場立地法等により定められた準則に代えて適

用すべき準則を定めることができること 

等であります。 

 本案は、去る四月五日本委員会に付託され、翌六日坂本国務大臣から趣旨の説明を聴

取いたしました。次いで、十三日に質疑を行い、質疑終局後、討論を行い、採決いたし

ましたところ、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 なお、本案に対し附帯決議が付されました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和三年四月一三日） 

 政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用等について遺憾なき

を期すべきである。 

一 養父市で実施されている法人農地取得事業について、農地を所有する目的及び効果

を明らかにすること。また、弊害がないことのみをもって、直ちにこの制度の全国展

開及び実施期間の再延長を前提としないこと。さらに、本法に基づく対象地域を検討

するに当たっては、当該地域の農業経営及び農地の利用状況等について慎重に検討す

ること。 

二 株式会社の農地所有を認めるに当たっては、当該農地等が目的外使用、転売又は開

発行為等により荒廃すること等のないよう十分に配慮すること。また、近隣農家等の

懸念・不安の払拭に努めること。 

三 株式会社の農地所有を認めた後、農地の利用状況等について的確に監視するよう特

定地方公共団体を指導するとともに、目的外使用等を理由に農地等の所有権を当該地

方公共団体に移転するに当たっては、当該地方公共団体は住民の負担を軽減するよう

努め、売買による場合においては適切な価格で取得するなど、当該住民に必要以上の

負担とならないよう配慮すること。 

四 令和三年度中に国家戦略特別区域以外においても政府が実施する法人農地取得事業

に係るニーズと問題点の調査は、その実施目的を明確にし、全国展開を前提とするも

のでないこと。 

三、参議院地方創生及び消費者問題に関する特別委員長報告（令和三年五月一二日） 

○石井浩郎君 ただいま議題となりました法律案につきまして、地方創生及び消費者問

題に関する特別委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、産業の国際競争力の強化等に関する施策の総合的かつ集中的な推進を図

るため、法人農地取得事業に係る農地法の特例措置の期限を二年間延長するとともに、



建築基準法等の特例措置その他の国家戦略特別区域に係る法律の特例に関する措置を追

加しようとするものであります。 

 委員会におきましては、養父市における法人農地取得事業に対する評価、法人による

農地取得に係る懸念、農地取得の特例制度のニーズと問題点の調査の在り方等について

質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 

 質疑を終局し、討論に入りましたところ、立憲民主・社民の岸委員より反対、日本共

産党の大門委員より反対の旨の意見が述べられました。 

 次いで、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いた

しました。 

 なお、本法律案に対し附帯決議を行いました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和三年五月七日） 

 政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずるべきである。 

一 養父市で実施されている法人農地取得事業の農地所有の評価に当たっては、リース

ではなく農地を所有する目的、所有による効果を明らかにすること。また、農地は地

域ごとに特徴が異なるため、養父市における所有農地で弊害がないことをもって、こ

の制度の全国展開及び実施期間の再延長を行わないこと。さらに、本法に基づく対象

地域を検討するに当たっては、当該地域の農業経営及び農地の利用状況等について慎

重に検討すること。 

二 本法による株式会社等の農地所有については、当該農地等が目的外使用、転売又は

開発行為等により荒廃すること等のないよう十分に配慮すること。近隣農家等の懸

念・不安の払拭に努めること。 

三 株式会社等の農地所有を認めた後、農地の利用状況等について的確に監視するよう

特定地方公共団体を指導するとともに、目的外使用等を理由に農地等の所有権を当該

地方公共団体に移転するに当たっては、当該地方公共団体は住民の負担を軽減するよ

う努め、売買による場合においては適切な価格で取得するなど、当該住民に必要以上

の負担とならないよう配慮すること。 

四 令和三年度中に国家戦略特別区域以外においても政府が実施する法人農地取得事業

に係るニーズと問題点の調査は、その実施目的を明確にし、全国展開を前提としない

こと。また、その調査及び結果の判断に当たっては、株式会社等の農地所有に関する

懸念を十分踏まえること。 

五 法人農地取得事業の取扱いについては、国家戦略特別区域諮問会議の民間議員の意

見のみによるのではなく、国民の代表である立法府の意見を尊重すること。 

六 工場立地法等に基づく工場敷地の緑地面積率等の規制について、国の準則又は市町

村の準則に代えて、市町村の条例により、緑地面積率等の基準の緩和を可能とする国

家戦略特別区域工場等新増設促進事業を定めた区域計画を認定するに当たっては、周



辺環境との調和の確保に十分に配慮したものとなるようにすること。 

  右決議する。 

 


